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第4節  流量観測 

4．1 総説 

＜標 準＞ 

河川・砂防に関する計画の立案、工事の実施、施設の維持管理、環境の整備及び保全、洪

水や渇水等の水災害への対応等を実施するため、流量を観測することを基本とする。 

 

4．2 流量観測の方法 

4．2．1 流量観測手法の分類 

4．2．2 流量観測手法の選定 

＜必 須＞ 

流量観測手法を選定するに当たっては、流量観測所の設置目的、設置条件、流量規模、必

要精度、観測頻度を勘案して、前項に挙げた各種方法の現時点での精度・信頼性・適用範囲・

労力やコスト等の特性を踏まえ適切な手法を選択若しくは組み合わせることで流量観測を実

施するものとする（本章 第 4 節 流量観測 4.5～4.10 も参照）。 

 

4．3 流量観測所の配置と設置 

4．3．1 流量観測所の配置 

＜必 須＞ 

河川等の計画・管理上重要な地点に、必要に応じて、カテゴリー1 の流量観測のための流量

観測所を設けなければならない。 

 

＜標 準＞ 

流量観測所は、低水から高水に至るまで連続的に流量を把握できる地点に設置することを

標準とする。 

しかし、流量観測所の設置目的を低水計画・管理又は高水計画・管理に特化する場合は、

その限りではない。 

 

4．3．2 流量観測所の設置場所の選定 

＜標 準＞ 

観測所は、次の１）～５）の条件を満足する場所に設置することを標準とする。 

 

１) 水位観測施設が設置できる場所 

２) 流量観測を安定して行うことができる以下の場所 

a） 流路や河床の変動が少ない場所 

b） 流れに瀬や淵の部分がなく、みお筋が安定している場所 

c） 対岸及び観測断面周辺の見通しが良い場所 

d） 低水流量観測及び高水流量観測が同一場所若しくはなるべく近い場所で実施できる場

所（低水又は高水のいずれかの観測目的に特化した観測所を除く） 

 

浮子測法を用いる観測所では、更に以下の e）～h）の条件を満たす場所とする。 

 

e） 浮子の流下時間を測定する直線区間が必要な距離以上確保できる場所 

f） 洪水中の水平方向・鉛直方向の流速分布に大きな変化がない場所 

g） 浮子投下施設を設置できる場所。又は、浮子を必要な測線に安全・確実に投下できる

橋がある場所 
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h） 流れを阻害する立木・構造物等がない場所 

 

電波流速計を用いる観測所では、以下の i)～l)の条件を満たす場所とする。 

i） センサ面からの対水面間距離、対象洪水時の水表面流速等が機器の仕様、計測範囲内

であり、水面が波立つ等電波が確実にセンサに反射され測定できること。 

j） 電波流速計の電波照射範囲に護岸、岩、河床、樹木やその枝葉等、流水以外がないこ

と。 

k） 河道の湾曲や橋脚などの影響により大きく流速が異なる水域や渦を巻くような流れ等

にならない場所であること。 

l） 流速計測箇所の横断形状と当該箇所の水位観測値を得られること。 

 

画像処理型流速測定法を用いる観測所では、以下 m）から o）の条件を満たす場所とする。 

m） 流速計測箇所近傍の水位（洪水時）や横断測量（洪水前後）成果が取得しやすいこと。 

n） 流速計測範囲において画像解析に必要となる情報（STIV 法における水表面の波紋、

Float-PTV 法におけるトレーサの視認、標定点など）を撮影できる画角が設定可能な撮

影箇所であること。 

o） 渦を巻くような流れや偏流、橋脚等の構造物の影響がない位置であること。 

 

３) 観測所の維持管理がしやすい場所 

 

４) 観測作業を実施するに当たって危険が少なく安全である場所 

 

５) その他 

a） 水位流量曲線法により流量の連続評価を行う観測所の場合は、大河川との合流点や堰

等の水位制御施設の直上流点や感潮区間等、下流水位の影響を受ける地点は避けるべ

きである。 

b） 固定式観測法（水理構造物による方法を除く）を採用する観測所においては、非固定

式観測法による観測値との同時刻流量の比較を実施することによる校正・検証作業が

一般に必要となることから、固定式観測法（水理構造物による方法を除く）を採用す

る場所は、原則として、校正用に観測する非固定式観測法が適用可能な場所とする。 

 

4．3．3 観測施設が備えるべき設備 

（１） 総説 

＜必 須＞ 

流量観測所には以下の設備を設置しなければならない。 

 

１) 水位観測施設 

２) 観測断面を指定する流量観測所横断線拠標 

３) 標識 

４) 流量観測に必要となる観測装置及び付帯設備 

 

＜必 須＞ 

流量観測に影響を与える河川区間内では、整正な水流を確保することを目的として、立木

伐採、除草、障害物の除去、断面の保全等、必要な維持管理に努めなければならない。 



 

調査編 第 2章 第 4節 - 3 

浮子測法による場合、上記の区間は浮子投下断面より 50m 程度上流から、第２見通し断面

より 50m 程度下流までの範囲とする。 

 

（２） 各観測方法における留意事項 

＜必 須＞ 

観測方法によっては、以下の事項について、留意して設置しなければならない。 

 

１）水位観測施設については、本章 第 3 節 水位観測 3.5 水位観測所が備えるべき設備 に

記載されている設備を設置しなければならない。 

２）流量観測所横断線拠標については、浮子測法による計測において、夜間でも照明等に

より見通すことのできる見通し杭として設置しなければならない。 

３）固定式観測法を用いる場合には、観測装置を現地に設置する。恒久設置をする場合だ

けでなく、観測期間中のみの一時的な暫定設置をする場合もある。 

４）非接触型流速計測法の場合には、付帯設備として、風向風速計も設置しなければなら

ない。 

 

（３） 流量観測所横断線 

＜必 須＞ 

流量観測所には、流心に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示

すために横断線拠標を設置しなければならない。 

 

＜標 準＞ 

横断線の数及び間隔は、観測の方法に応じて、次の表 2-4-2 によることを標準とする。 

 

表2-4-2  横断線の数及び間隔と観測の方法 

 

 

＜標 準＞ 

流量観測所に設置する水位観測施設は、流量観測所横断線（２か所の場合は、流心に直角

方向の測線のうちいずれか１か所の横断線）上に設置することを標準とする。 

方 法 
横断線設

置箇所数 
備  考 

浮子測法 ２か所 

浮子測法の２か所の横断線拠標（第 1 及び第２見通し杭）間の

距離については、流下時間計測における誤差を抑制する観点から、

最大流速×10 秒～15 秒程度の距離（概ね 50m 以上が目安）をと

ることを標準とする。 

ただし、その直線区間内においても高水敷・植生等による大規

模な乱流や渦の存在等により適正に浮子が流下しないケースがあ

る場合は、確保すべき直線区間の距離を短縮してもよい。その場

合は、流下時間計測等による誤差を減らすため、同一測線での浮

子投下・計測回数の増加等の工夫を行わなければならない。 

上記以外 １か所 流量観測を実施する断面に設定する。 
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（４） 流量観測所横断線の横断測量 

＜必 須＞ 

流量観測所横断線については、横断線ごとに横断測量を行い、流量観測所横断図面を作成

しておかなければならない。 

 

＜標 準＞ 

流量観測所の横断図面は、出水期の前に行う横断測量により修正することを標準とする。 

洪水等によって河床が変化したと認められる場合には、その都度速やかに横断測量を行い、

同様に修正するものとする。 

水理構造物を用いる方法の場合には、構造物の変形や堆砂がない限り測量し直す必要はな

い。ただし、可動ゲートが設置された堰については、ゲートの開度を常に記録しておくこと

が必要である。 

なお、河川横断面の深浅測量の一般的な方法は、第 22 章 測量・計測 によるものとする。 

 

（５） 標 識 

＜必 須＞ 

流量観測所の付近には観測所名、水系・河川名、設置者名、設置年月日、観測所所在地、

標高（水位標・零点高）、河口からの距離又は支川おいては合流点よりの距離及び観測所番

号を記した標識を立て、必要な場合には周囲に防護のための柵等を設けるものとする。 

標識は水位流量観測所とし、水位観測所と分ける必要はない。 

本章 第 3 節 水位観測 3.5.5 標識 を併せて参照するものとする。 

 

（６） 台 帳 

＜必 須＞ 

流量観測所を設置し流量観測を行う者は、流量観測所台帳及び付図（流量観測所横断線の

断面における横断測量図を含む）を作成しなければならない。 

流量観測所台帳には観測所の位置や施設構造等に関する諸元を記載しなければならない。 

既存の流量観測所に流量観測を委嘱した場合にも同様とする。 

流量観測所には、流量観測所台帳及び付図の写しを備えつけなければならない。 

本章 第 3 節 水位観測 3.6 観測所台帳 を併せて参照するものとする。 

 

4．3．4 観測所の維持及び管理 

＜必 須＞ 

河川管理者は、観測所の維持及び管理の実施に際して「水文観測業務規程」第８章 観測所

の維持及び管理、「水文観測業務規程細則」第８章 観測所の維持管理等 に従わなければな

らない。 

また、観測所ごとに点検や維持管理上必要な事項を記入した点検記録簿を備えなければな

らない。 

 

4．4 観測 

4．4．1 総説 

4．4．2 観測回数 

＜必 須＞ 

低水流量観測は、種々の水位に対してできるだけ数多く観測しなければならない。 
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高水流量観測は、観測値の流量規模に偏りがないように大規模のみならず、中規模の洪水

も含めて、できるだけ数多くの洪水を観測しなければならない。 

 

＜標 準＞ 

低水流量観測は、年間 36 回以上実施することを標準とする。 

流量の連続評価が可能な固定式観測法については、観測が可能な流況の範囲において、低

水時には毎正時、高水時には 10 分以下の間隔で連続観測を実施し、これを保存することを標

準とする。 

 

＜標 準＞ 

高水流量観測は、洪水の上昇期のみならず下降期にも行うことを標準とする。 

洪水ピーク流量を水位流量曲線を介した外挿で推定する必要がないように、適切なタイミ

ングで観測するように努力しなければならない。 

非固定式観測法では、ピーク流量観測以外の観測間隔は、毎時実施することを標準とする

が、観測所の出水特性、出水状況により判断する。 

 

4．4．3 器材の管理 

＜必 須＞ 

流量観測に使用する器材は、求められる所定の機能が常に発揮・保持できるように適切に

管理しなければならない。 

 

4．4．4 流速計の検定 

＜必 須＞ 

流速計は、流速計が必要とする精度を確保しているかを確認するための検定（係数試験）

又はそれに準じる精度検証を行い、必要な精度の確保が確認できた流速範囲のみにおいて、

流速計測に使用しなければならない。検定（係数試験）結果の有効期間は１年を超えないも

のとする。 

回転式流速計や電磁流速計等の可搬式流速計は、流速計検定所(係数試験所)において検定

（係数試験）を行わなければならない。 

なお、ADCP や電波流速計等のドップラー効果を原理とする流速計については、超音波や電

波の送受信性能の確認をもって、上記の精度検証に代えてもよい。 

流速センサが必要とする精度は、河川流量観測の目的を踏まえ、測定対象とする流速範囲

において、少なくとも 5％以内を確保しなければならない。 

 

＜標 準＞ 

流速計の計測特性に変化が生じたおそれのある場合は、その都度速やかに検定（係数試験）

若しくはそれに準じる精度検証を受けることを標準とする。 

 

4．4．5 観測心得の交付 

＜必 須＞ 

流量観測責任者は、現地で流量観測作業に従事する観測員に対して、観測心得を定め、こ

れを観測員に交付しなければならない。 

 



 

調査編 第 2章 第 4節 - 6 

＜標 準＞ 

観測心得には次に掲げる事項を定めることとする。 

 

１）観測の目的と意義 

２）観測施設の使用方法 

３）観測機器の取扱方法 

４）観測記録の整理方法 

５）観測の実施に際して必要な注意事項 

６）臨時観測の基準 

７）その他必要な事項 

 

なお、５）観測の実施に際して必要な注意事項 には、器材の故障時の対処方法と連絡先、

異常値が観測された場合の通報先等が含まれる。 

また、７）その他必要な事項 として、作業の安全対策を含めて記述する。 

 

4．4．6 精度確保のための留意事項 

＜必 須＞ 

カテゴリー1 の主要な流量観測法については、観測地点の水理・水文特性を十分把握した上

で、断面全体での流量観測値の精度を確保する必要がある。したがって、それぞれの流量観

測法の原理と運用実態、並びに、観測地点の水理・水文現象の実態の両者を踏まえ、観測精

度が低下するおそれのある条件下においては、基準を柔軟に運用するなどにより流量観測値

の精度を確保するように努めなければならない。 

特に、洪水時に実施する高水流量観測では、急激な増減水を伴う中で、緊急かつ迅速に流

量観測を行わなければならないことから、急激な水位上昇等により一連の観測作業が間に合

わない等の理由で必要な流速測線数を確保することが困難と判断される場合がある。このよ

うな条件下においては、観測作業の迅速性に配慮しつつ、流量観測の時系列データをより多

く取得することを優先して流量観測を実施するものとする。 

また、観測地点の水理・水文特性及び周辺状況の変化により非固定式流量観測手法で観測

できなくなる事態が想定される場合は、固定式流量観測機器の併設を行うなど、欠測の防止

に努めなければならない。 

 

4．4．7 安全確保のための留意事項 

＜必 須＞ 

現地観測員は、救命具を着用するほか、低水路満杯付近から高水敷に流水が乗る状況へ急

速に変化する場合を想定し、水位の急激な上昇に備えた観測・退避体制の確保に万全を期す

るなど、観測時に発生する危険な状況を事前に想定し、観測員が現地で実施する作業の安全

確保のための対策に万全を期さなければならない。 

 

4．4．8 野帳への記録と保管 

＜必 須＞ 

現地観測員は、観測の都度、観測年月日、時刻、観測流量、観測の方法、当該流量の算出

方法等を野帳に記録しなければならない。野帳の様式は、各観測手法ごとに定めておくもの

とする。 

これらの現地での計測データ等を記録した野帳は確実に保管しなければならない。野帳の



 

調査編 第 2章 第 4節 - 7 

保存期間等の詳細については、「水文観測業務規程細則」に従わなければならない。 

 

4．5 可搬式流速計による流速計測法 

4．5．1 総説 

4．5．2 水理条件に対応した流速計の選定に当たっての留意事項 

＜標 準＞ 

感潮河川、河口付近、河川の分合流部付近での観測や、低水位時に河床地形等に起因した

廻り込み流れが無視できない場合等、逆流・斜流が生じたり、水流が乱れるなどして、流速

の方向が横断線に対して垂直にならない場合がある。このような条件下において観測しなけ

ればならないときは、横断線に対して水流の流向のなす角（方位角）を測定できる流速計を

用いることを標準とする。 

また、可搬式流速計は、一般に、必要な精度を確保できる水深範囲（表面からの深さ及び

河床からの距離）に関する制約があることに注意が必要である。計測すべき測点での計測に

対応できる流速計を選定することを標準とする。 

 

4．5．3 測定回数、測線と測点（標準法） 

（１） 測定回数 

＜標 準＞ 

水深測定については、同一横断線上を往路と復路で１回ずつ計２回実施するものとする。 

流速測定については、上記の水深測定のいずれかの観測に合わせて、水深測定と同じ横断

線上の各測点において実施するものとする。ただし、出水時のように、水位、流速の変化が

大きいときはこの限りではない。 

 

（２） 測線 

＜標 準＞ 

水深測線及び流速測線は、横断方向に以下の表に示す間隔になるように設定することを標

準とする。 

表2-4-3  水面幅と水深測線間隔、流速測線間隔 

 

 

＜標 準＞ 

水深測線は、横断線を含む鉛直面内で流速測線上及び互いに隣り合う流速測線の中央に設

けることを標準とする（図 2-4-1）。なお、両岸側においては、流速測線の外側の死水域との

水面幅（Ｂ）ｍ 水深測線間隔（Ｍ）ｍ 流速測線間隔（Ｎ）ｍ 

   10以下 

   10～20 

   20～40 

   40～60 

   60～80 

   80～100 

   100～150 

   150～200 

   200以上 

   水面幅の  10～15％ 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

          10 

          15 

     Ｎ＝Ｍ 

       2 

       4 

       6 

       8 

      10 

      12 

      20 

      30 
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境界にもそれぞれ１つの水深測線を設けるものとする。 

 

（３） 測点 

＜標 準＞ 

流速測点は、流速測線上鉛直方向に水深の２割、８割の位置の流速を測定する２点法を採

用することを標準とする。 

なお、流速計（及び錘）のサイズによっては、水深が小さい場合に２割水深において流速

計感部が水面上にはみ出す、８割水深で必要位置に測点を設定できない等により２点法をと

ることが困難な場合がある。２点法をとるために必要となる水深は以下により算定できるこ

とから、その必要水深以下の場合は水深６割における１点法を基本とする。 

 

１) ロッドにより測定を行う場合 

２点法の必要水深＝（ロッドの最下端と流速計の中心の間の距離）×５ 

２) 流速計に錘をつけて測定する場合 

２点法の必要水深＝（錘の最下端と流速計の中心の間の距離）×５ 

 

（４） 各測点における流速計測 

＜必 須＞ 

流速計測に当たっては、流速計感部が所定の器深に正しく保持されていることを確認の上、

計測を開始しなければならない。 

各測点では、20 秒以上の有効測定時間を確保した計測を少なくとも２回繰り返さなければ

ならない。両者に著しい相違(10%以上を目安)があった場合は、計測を１回追加し、相違の少

ない２回の計測値を確保した上で、それらの平均値を算出し、当該測点における流速値とす

る。 

なお、所定の器深とは、本節 4.5.3(3)測点 に定める深さをいう。正しく保持するとは、流

速計の方向が流速方向に合致していること、ワイヤが傾いていても器深が正しい測点位置に

達していることをいう。 

 

＜標 準＞ 

流量観測値を算出するのに必要な各測点での流速は、測線に鉛直方向の流速成分である。

したがって、流向が観測断面に対する垂直方向から大きくずれる場合は、垂直方向からずれ

た角度を同時に計測した上で、鉛直方向に通過する流速成分に換算することを標準とする。 

 

4．5．4 測定回数、測線と測点（精密法） 

＜必 須＞ 

流速分布の不規則な乱れ等の観測地点の水理条件により、標準法では必要な精度が確保で

きない場合には、精密法による測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければなら

ない。 

特に感潮区間、河口付近等で塩水浸入等の密度成層の見られる地点や、低水位時等の河床

地形による廻り込み等による流速分布の不規則な乱れが無視できない条件下での流量観測

は、精密法によらなければならない。 

精密法による流量観測と同時に行った他の観測法による流量値との差異は、野帳、観測流

量表及び水位流量曲線図にそれぞれ記入しておかなければならない。 
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＜標 準＞ 

精密法による測定は、以下のとおり実施することを標準とする。 

 

１) 測線 

水深測線・流速測線の間隔について、ともに標準法の 1/2 とする。 

 

２) 測点 

水面から河床までの間に等間隔に 10 点の測点をとることとする。 

なお、水深 2m 未満の条件下で精密測定を実施する場合は、測定間隔を 20cm とした上で、

可能な範囲で測点数を確保することとする（鉛直方向の測点数は 10 点以下となる。）。 

 

３) 各測点における流速計測 

各測点において、60 秒以上の有効測定時間を確保した計測を少なくとも２回繰り返すもの

とする。両者に著しい相違(10%以上を目安)があった場合は、計測を１回追加し、相違の少な

い２回の計測値を確保した上で、それらの平均値を算出し、当該測点における流速値とする。 

 

4．5．5 流量算出の手順 

＜標 準＞ 

可搬式流速計による流速計測値から流量を算出する作業は、次の各項に従って行うことを

標準とする。 

 

１) 流量観測の開始時に、水位を測定する。 

２) 水深は、各水深測線において往復２回測定した値を平均する。 

３) 水深の往路（もしくは復路）測定時に、各流速測線において、水深値に応じて鉛直方向

の測点を決め、各測点毎に２回ずつ流速を測定する。鉛直方向の平均流速値は、同一測

点で 2 回ずつ測定した流速を平均して求め、これを用いて各流速測線ごとに次のいずれ

かにより求める。 

a） ２点法にあってはそれぞれの測点の平均流速値を平均した値 

b） １点法にあっては１点での測点の平均流速値 

c） 精密法にあっては、各測点の流速を直線で結んだ鉛直方向の流速分布曲線を描き、曲

線内の面積を台形の面積計算法により計算した上で、水深値で除した値（図 2-4-2 参

照）。水面の流速は水面に最も近い測点での流速値、河床の流速はゼロとおいてもよ

い。 

４）流量観測の終了時に再度水位を測定し、開始時の水位との平均値を、流量観測時の水位

とする。 

５) 横断面中において 1 つの流速測線の鉛直方向の平均流速値が代表する区分断面積は、こ

れと互いに隣り合う流速測線の中央までとする。互いに隣り合う水深測線間の区分断面

積は、台形近似により求めてもよい（図 2-4-1 参照）。なお、水面幅 10m 以下にあって

は、水深測線と流速測線が一致している（表 2-4-3 参照）ことから、隣り合う２つの水

深（流速）測線の中間点に仮想的な水深測線を配置し、両隣の水深測線における水深値

の平均水深を与えることで、当該流速測線に対応する区分断面積を求める。 

６) 流量は、１つの流速測線における鉛直方向の平均流速値と、対応する区分断面積との積

を全測線（全区分断面）について合計することによって求める。 

７) なお、両岸に死水域があれば、その区分断面積の流量はゼロとする。 

８) 算出した流量値は直ちに前年の最終の水位流量曲線図に記入し、水位流量関係に変化が
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あるかを確認する。固定式流量観測法によるリアルタイムの流量観測値がある場合は、

その値との比較も行う。前年の水位流量関係や、固定式流量観測法によるリアルタイム

の流量観測値との間に 10％程度以上の大きな差異がある場合には、原因を究明する。原

因が明らかにならない場合には、確認のため再測定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4-1  標準法（２点法）における河川横断面内での測線・測点・区分断面の設定 

 

図2-4-2  精密法における河川鉛直断面内各測点の設定例と鉛直方向平均流速の算出 

 

 

4．6 浮子による流速計測法（浮子測法） 

4．6．1 総説 

4．6．2 付帯施設 

＜必 須＞ 

浮子測法による流量観測を行うためには、浮子のほか、次の付帯設備を備えなければなら

ない。本節 4.3.3 観測施設が備えるべき設備 も参照すること。 

 

１) 浮子投下施設 

橋梁を利用する場合と、橋梁が利用できないところでは、専用の浮子投下施設を設ける場

合がある。 

 

２) 見通し杭 

V1

V2

V0⋍V1

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10
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見通し杭（横断線拠標）は、第１見通し横断面及び第２見通し横断面に設置する。併せて、

夜間でも照明等で見通すことのできる見通し杭を備えなければならない。 

また、浮子投下施設として橋梁を利用する場合は、橋脚後流の影響が及ばないように第１

見通し横断面及び第２見通し横断面を設置する必要がある。 

 

３) 水位標 

水位標は、第１見通し横断面及び第２見通し横断面に設置する。 

 

4．6．3 流速測線 

＜標 準＞ 

流速測線は、第１見通し横断面と第２見通し横断面の間で流れに沿うよう設けるものとす

る。 

測線間隔については、第１見通し横断面の水面幅に応じて、表 2-4-4 に示す測線数以上を

確保することを標準とする。 

表2-4-4  水面幅に対応した浮子流速測線の目標数 

 

浮子流速測線数の出典：水位及び流量調査作業規程準則（昭和 29 年 10 月 9 日総理府令第 75 号） 

一方、急激な増減水を伴う中で、緊急かつ迅速に流量観測を行わなければならない場合に

は、水面幅に応じて次の表 2-4-5 に示す測線数を下限数とし、表 2-4-4 にある測線数を目標

にして、その間の測線数を確保することを標準とする。 

 

表2-4-5  やむを得ず流量観測を緊急かつ迅速に行わなければならない場合の 

水面幅と最小浮子流速測線数の関係 

 
浮子流速測線数の出典：水位及び流量調査作業規程準則（昭和 29 年 10 月 9 日総理府令第 75 号） 

 

＜標 準＞ 

測線の配置については、観測誤差をできるだけ小さくするため、区分流量が大きい部分に

密に配置することを標準とする。 

なお、流線が流下方向に平行でないため、各測線上に投下した浮子が流下するにつれて左

右にふれる場合においても、第１見通し横断面を基準として測線を設定することを標準とす

る。 

 

4．6．4 浮子の種類 

＜必 須＞ 

浮子測法に使用する浮子は、桿浮子（棒浮子）又は表面浮子とし、水深に応じた浮子を用

いなければならない。なお、夜間も確実に浮子の位置を確認できるよう発光体を付けるなど

工夫された浮子を用いるものとする。 

浮子の流下速度は、水面から浮子の吃水深までの間の平均流速であることから、水面から

水  面  幅 20m 未満 20～100m 未満 100～200m 未満 200m 以上 

浮子流速測線数 5 10 15 20 

 

水  面  幅 50m未満 
50～ 

100m未満 

100～ 

200m未満 

200～ 

400m未満 

400～ 

700m未満 
700m以上 

浮子流速測線数 3 4 5 6 7 8 
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河床までの間の鉛直方向全体での平均流速に変換するために更正係数を乗じなければならな

い。 

 

＜標 準＞ 

観測に用いる浮子は、水深に応じて、水位及び流量調査作業規程準則に与えられている表

2-4-6 に示すとおり、表面浮子、0.5m 吃水の浮子、1.0m 吃水の浮子、2.0m 吃水の浮子、4.0m

吃水の浮子のいずれかを用いることを標準とする。 

 

表2-4-6  浮子番号と水深、吃水の適用範囲 

浮子番号 １ ２ ３ ４ ５ 

水深（ｍ） 0.7 以下 0.7～1.3 1.3～2.6 2.6～5.2 5.2 以上 

吃水（ｍ） 表面浮子 0.5 1.0 2.0 4.0 

出典：水位及び流量調査作業規程準則（昭和 29 年 10 月 9 日総理府令第 75 号） 

 

4．6．5 浮子による流速の測定 

＜標 準＞ 

浮子による流速測定作業は、次の各項に従って実施することを標準とする。 

 

１) 浮子は、浮子投下施設や橋梁を使って、定められた測線位置において順次投下する。 

２) 測線ごとに、水位と横断面図とから水深を求め、適切な吃水の浮子を投入する。 

３) 第１見通し横断面通過から第２見通し横断面通過までの時間ｔを測定し、両横断面間

の距離Ｌをｔで割って浮子流下速度ｖo とする。第１、第２見通し横断面間の距離につ

いては、本節 4.3.3(3) 流量観測所横断線 を参照する。また、浮子が異常流下してい

ないことを後から確認できるように、浮子の流下状況の記録（ポンチ絵、写真、ビデ

オ等）を残すものとする。 

４) ｖo に更正係数を掛けて測線ごとの深さ方向平均流速ｖを算出する。 

５) 浮子の更正係数については、次表の値を標準とする。 

 

表2-4-7  浮子番号と水深、更正係数の関係 

 
出典：水位及び流量調査作業規程準則（昭和 29 年 10 月 9 日総理府令第 75 号） 

但し、4.6.4 の例示に基づき、１段階短い浮子を用いる場合には、水深と浮子の吃水深

に応じて更正係数値の修正を行う必要がある。その場合の修正更正係数は、流速分布

式に基づき浮子吃水部の平均流速に対する全水深平均流速の比により設定することを

基本とする。 

６) 流速測定の開始時と終了時とにおいて、第１見通し横断面及び第２見通し横断面でそ

れぞれの水位を観測する。 

  

浮子番号 １ ２ ３ ４ ５ 

水 深 （ｍ） 

更 正 係 数 

0.7 以下 

0.85 

0.7～1.3 

0.88 

1.3～2.6 

0.91 

2.6～5.2 

0.94 

5.2 以上 

0.96 
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4．6．6 浮子測法による流量の算出 

＜標 準＞ 

浮子測法による流量の算出は、次の事項に従って行うことを標準とする。 

１）流量算出に用いる断面は、横断面ごとに、洪水前後の横断測量の結果から求められる

洪水前及び洪水後の全断面積（洪水期間中の最高水位時）を比較して、いずれか大き

い方の断面を用いる。 

２）上記の断面積算出に用いる水位は、横断面ごとに、本節 4.6.5 に定めた流速計測の開

始時と終了時における水位の平均値とする。 

３）１つの流速測線の深さ方向平均流速が代表する区分断面は、これと相隣り合っている

流速測線との中央線までの領域とする。 

４）第１見通し横断面と第２見通し横断面において、１つの流速測線それぞれに対応した

区分断面の面積を求め、両者の算術平均をその流速測線の受け持つ区分断面積とする。 

５）流量は、測線ごとの深さ方向平均流速とその平均流速が受け持つ区分断面積との積を

全測線について合計して算出する。 

６）測定精度のチェックのために、算出した流量値は現場で速やかに前年の水位流量曲線

図に記入し、水位流量関係を確認するとともに、固定式観測法による洪水流量観測デ

ータが存在する場合には、そのリアルタイム観測データとの比較を行う。水位流量曲

線図において、水位～流量の点を時系列的につないで、観測値が反時計回り又は、時

計回りのループを描いているかを確かめ、実況の水理状況に合致しているかどうかを

確認する。 

 

4．7 舟に搭載した ADCP（超音波ドップラー流向流速計）による流速計測法 

4．7．1 総説 

4．7．2 流速分布計測の方法 

（１） 基本事項 

＜標 準＞ 

洪水時の ADCP による非固定式の流量観測は、橋上操作艇に ADCP を搭載し、橋上からの曳

航操作による横断計測を標準とする。 

低水時の ADCP による非固定式の流量観測は、有人艇・無人艇（橋上操作艇若しくはラジコ

ン艇）のいずれに搭載する方法でもよい。 

いずれの場合においても、観測中は上流からのゴミや流木の監視を行い、それらを迅速に

回避する体制をとるものとし、安全管理を十分に行う。 

また、ADCP による流量観測については、観測地点において以下のような水理・水文現象が

生じている場合には実施しないものとする。 

 

１) （波浪の波長が舟の長さよりも十分長い場合を除き）水面の波高が 50cm を超え、舟を

浮かべたときに揺動が激しく転覆のおそれがある場合 

２) 洪水時の流木が舟に頻繁に引っかかるなどにより観測に危険が生じる場合 

 

上記の場合は浮子による観測等を含め、観測方法を別途検討する必要がある。 

 

（２） 使用する計測機器等 

＜標 準＞ 

計測機器等は、下記のものを用いることを標準とする。 
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１) ADCP 

２) 高精度位置標定装置（RTK (Real Time Kinematic)-GNSS 等） 

３) ADCP を搭載する舟 

４) 遠隔操作装置（無人艇の場合） 

５) 橋上から舟を安全に係留操作するための架台（曳航観測の場合） 

 

（３） 計測機器等の点検準備 

＜必 須＞ 

使用する計測機器等は、舟への固定方法、ケーブル類の配線方法等を検討するとともに、

計測前に十分な点検を行わなければならない。 

計測時は、ADCP のほかに観測所の状況に応じた計測機器等が必要となる。計測機器等のト

ラブルは、洪水時の流量観測データを取り逃すことにつながるため、舟への搭載に当たって

は、各機器の固定方法やケーブル類の配線方法を検討し、計測時の揺動においても機器の脱

落、ケーブルの切断等が生じないようにしなければならない。また、観測時に必要となる発

電機等も含め、観測前には十分な点検を行うものとし、特に機器のバッテリーや発電機の燃

料等は十分な予備を携帯する必要がある。 

 

（４） 横断計測の範囲 

＜標 準＞ 

横断計測の範囲は、水際部を除き、河道断面内の流速分布（死水域を含む）について可能

な限り計測できる範囲とし、水際部は計測範囲内の流速分布データにより適正な補間処理を

行うことを標準とする。 

また、横断計測では、水際部に近づくにつれて水深が浅くなるため、近づきすぎると波の

影響等で舟が河岸や河床に接触して破損する危険が伴う。このため、水際付近の計測には十

分注意するとともに、リアルタイムの計測データにより水深を確認しながら計測を行うこと

を標準とする。 

 

（５） 横断計測の速度 

（６） 計測状況の記録 

＜必 須＞ 

現地計測の状況に係る下記の項目は、必ず現地において野帳に記録しなければならない。 

 

１) 計測年月日 

２) 観測開始時刻と終了時刻 

３) 舟と左右岸の水際線までの距離（データ補間処理が必要な距離） 

４) 計測を開始した河岸（左岸または右岸） 

５) その他、ADCP 観測時の河道状況等で明記すべき事項（浅瀬の存在等） 

 

4．7．3 流量の算出 

＜標 準＞ 

流量の算出は下記の手順によることを標準とする。 

なお、低水路、高水敷を分けて算出するとともに、それぞれ直接計測部と観測不可能領域

での補完部の流量も更に分けて算出しておくことを標準とする。 
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１) 各セル（流速分布計測単位）の流速に各セルの面積を乗じて各セルにおける流量を算

出する。 

２) 各セルの流量を合計し、横断計測における各細分化区分断面ごとの計測部流量を算出

する。  

３) 観測不可能領域の流量については、直接計測部より得られる鉛直方向若しくは横断方

向の流速分布を適切に活用しながら補完するものとする。 

４) 各細分化区分断面の流量及び観測不可能領域の全合計値を全断面流量として算出す

る。 

５) 全断面平均流速の算出は、全断面流量を全断面積で除して算出する。 

 

4．8 非接触型流速計測法 

4．8．1 総説 

4．8．2 流速計の設置及び付帯施設 

（１） 電波流速計 

＜標 準＞ 

電波流速計は、可搬型流速計による流速計測法や浮子測法と同様に、複数測線（複数区分

断面）を設定し、その区分断面ごとの表面流速代表値を計測できるように、電波流速計を橋

桁等に設置する。測線の設定に当たっては、橋上操作艇に搭載した ADCP や浮子測法等による

現地観測結果等により、洪水時の横断方向流速分布を事前に把握した上で、それぞれの区分

流量がほぼ均一になるように設定する。必要測線数は、浮子測法の基準に準じる(4.6.3 参照)。

ただし、急激な増減水や固定式電波流速計の適用時の経済性、機器同士の電波の干渉などや

むを得ない場合は、最小浮子流速測線数を適用できる(4.6.3 参照)。 

横断方向流速分布から流量演算処理を行うためには、事前に区分断面ごとの水深－断面積

（H-A）の関係を算出しておく必要がある。このため、流速観測を開始する前に電波照射域を

設定し、その中に流量観測断面を設定する。電波流速計は、その流量観測断面に垂直な方向

に向けて計測を実施するものとし、同断面における水位も流速と同時に計測するものとする。

また、流量観測断面の横断測量を実施して、区分断面ごとの水深－断面積（H-A）の関係を事

前に把握しておくことを標準とする。 

また、出水時には河床が変化する場合があることから、流量観測断面の横断測量を洪水前

後に実施し、流量演算処理に反映させることを標準とする。 

電波流速計が計測する表面流速は、風による吹送流の影響を受けるため、観測所の近傍に

併せて設置する風向風速計のデータを用いて吹送流の影響を除去することを標準とする。 

固定式電波流速計では安定性や保守点検を考慮し、設置場所の状況に応じて、保守点検足

場、観測局舎、振動対策設備等の周辺設備を設置することを標準とする。 

 

（２） 画像処理型流速測定法 

＜標 準＞ 

画像処理型流速測定法を用いた高水流量観測では、録画画像を用いた画像解析手法に適し

た撮影機材を用いて観測、記録を行うことを基本とする。 

STIV や Float-PTV といった画像処理型流速測定法を実施する上での画角設定方法は以下を

標準とする。 

・計測範囲及び両岸の標定点や標定点として使用可能な既設構造物等をカメラ画角内に収

める 

・ズーム機能も用いて、空やその他の流速・流量算出に係わらない部分はできるだけ画角

内に入れない 
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カメラ映像を用いるにあたり、画像上での位置の移動を実空間での位置の移動に変換する

必要があるため、必要に応じ標定点を設置することを標準とする。 

画像処理型流速測定法のうち STIV を採用する場合、その検査線の位置、長さ、時間は以

下を標準とする。 

 

１）検査線の位置と検査線の本数 

検査線の位置は、検査線の中心が流量を算出する横断面上になり、かつ、流量を算出

する横断面に対し直交するように配置する。検査線の本数は、浮子測法における標準法

（表 2-4-4）以上とする。 

２）検査線の長さ 

検査時間は検査線の長さと流速に依存する。可能な限り、検査線の長さと検査時間は

STI がほぼ正方形になるように設定する。検査線の長さは、現地の河道特性・流況に合

わせて設定する。 

３）解析時間 

解析時間は検査線の長さと流速に依存する。可能な限り、検査線の長さと解析時間は

STI がほぼ正方形になるように設定することが望ましい。解析時間は、現地の稼働特性・

流況に合わせて設定する。 

 

また、出水時には河床が変化する場合があることから、流量観測断面の横断測量を洪水前

後に実施し、流量演算処理に反映させることを標準とする。 

表面流速は、風による吹送流の影響を受けるため、観測所の近傍に併せて設置する風向風

速計のデータを用いて吹送流の影響を除去することを標準とする。 

 

4．8．3 流量の算出 

＜標 準＞ 

流量は、区分断面ごとの平均流速を算定し、それに区分断面積を乗じて区分断面ごとの流

量を算出し、全断面での総和により算出する。 

区分断面の平均流速は、区分断面ごとの風補正をした水表面流速に流速補正係数を乗じる

ことで算出する。 

流速補正係数は、各観測所における適切な値を使用することを基本とする。 

非接触型流速計測法による流量の算出は、次の事項に従って行うことを標準とする。 

 

１）流量算出に用いる断面は、横断面ごとに、洪水前後の横断測量の結果から求められる

洪水前及び洪水後の全断面積（洪水期間中の最高水位時）を比較して、いずれか大きい

方の断面を用いる。 

２）上記の断面積算出に用いる水位は、流速計測の開始時と終了時における対象横断面の

水位の平均値とする。 

３）１つの流速測線の深さ方向平均流速が代表する区分断面は、これと相隣り合っている

流速測線との中央線までの領域とする。 

４）非接触型流速計測法により流量を算出する断面において、１つの流速測線それぞれに

対応した区分断面の面積を求める。 

５）測線ごとの深さ方向平均流速は、非接触型流速計測法で得られた水表面流速に対し、

風の影響による補正をし、その補正された水表面流速に流速補正係数を乗じる。 

６）流量は、測線ごとの深さ方向平均流速とその平均流速が受け持つ区分断面積との積を
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全測線について合計して算出する。 

７）測定精度のチェックのために、算出した流量値は現場で速やかに前年の水位流量曲線

図に記入し、水位流量関係を確認する。 

 

4．8．4 維持管理 

＜必 須＞ 

非接触型流速計測の計測断面では、流下断面の変化を反映させて計測精度を確保するため、

設置後においても出水期前に横断測量を実施しなければならない。 

 

＜標 準＞ 

電波流速計は、現地への設置の前に、流速検定施設において検定を行い、設置後は現地に

おいて観測精度を確認することを標準とする。 

設置後、観測機器の劣化や不備による欠測を未然に防ぐため、定期的に保守管理を行うこ

とを標準とする。 

 

＜標 準＞ 

非接触型流速計測の計測断面に H-A 関係、H-V 関係に影響を与えるような変化が生じた場合

には、計測結果を ADCP 等による観測結果と比較し、演算処理装置内の係数（流速補正係数）

を更新することを標準とする。 

 

4．9 超音波流速計測法（パルス伝播時間差法） 

4．9．1 総説 

4．9．2 超音波流速計測法による流速の測定 

＜標 準＞ 

超音波流速計測法による流速の測定は、次の各項に従って行うことを標準とする。 

 

１) 適切な観測位置とシステムを選定する。 

２) 流量を観測する位置に、流向に対して斜めにかつ水平に流速測線を設け、その両端（水

中）に対向させて超音波送受波器を設置する。あわせて断面積算定のための水位計も

設置する。 

３) 送受波器は、流速測線上にある堅固な杭又は護岸等の水中部に取り付ける。 

４) 横断面の形状・河川の水理・水質特性に応じて、流速測線は１本又は複数設置し、そ

れに応じた超音波制御・処理システムを選定する。 

５) 測定・演算等のため超音波機器設備は陸上に局舎を設け、設置する。 

 

なお、観測位置については本節 4.3 流量観測所の配置と設置 に従うものとするが、位置の

選定とシステムの選定は相互関連があるので、下記の点にも留意して位置を設定する必要が

ある。 

１) 川幅：標準的には、100～200m 程度まで対応が可能であり、それより川幅が広い場合、

断面を分割して計測する方法をとるなどの工夫が必要である。 

２) 水深：水深が浅いと、超音波が水面・底面に当たり多重反射を起こす場合があるので

注意が必要である。中州がある地点は避ける。 

３) 流速：高流速時の気泡、乱流等によるノイズや、洪水時の濁度上昇による減衰の影響

を受けることに注意する必要がある。 
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４) 流向：流向の変化の影響は、送受波器を V 字型に配置することで解決できるが、著し

い流況の変化があるところは避ける必要がある。 

５) 水温・塩分の鉛直分布：躍層は、超音波屈折の原因となるので、多層での計測や断面

分割等の対策が必要となる場合がある。 

６) 水温・塩分の時間変動：速い変動により流速計測に影響を与える場合には、上流方向

と下流方向の超音波の同時送波が必要である。 

 

4．9．3 超音波流速計測法による流量の算出 

＜標 準＞ 

複数の流速測線を持つ場合の流量の算出は、次の各項に従って行うことを標準とする。 

 

１) 流量を測定する横断面において１つの流速測線の受け持つ区分横断面積は、上下の流

速測線との中間までとする（流速測線が一つの場合は、全横断面を受け持つことにな

る。）。なお、横断面は、超音波送受波器の方向にかかわらず、流水に直角方向の横

断面を用いる。 

２) 最上段及び最下段に設定された流速測線の受け持つ区分横断面の最上限及び最下限

は、それぞれ水面及び底面とする。 

３) 流量は、平均流速とそれの受け持つ区分横断面積との積を全測線について合計して求

める。 

 

なお、非固定式観測法や ADCP の計測結果との比較により、流速補正係数を用いる必要が明

らかになれば、その流速補正係数を用いることを標準とする。 

 

３測線の場合を数式に表わすと、 

Q = a1･v1 +a2･v2 + a3(H)･v3 (2-4-1) 

 Q ：求められる流量 

 v1, v2, v3 ：超音波による平均流速（3 測線） 

 a1, a2  ：断面積（一定） 

 a3(H) ：断面積（水位の関数） 

である。 

 

 

図 2-4-3 パルス伝播時間差法における測線・区間横断断面積の考え方 
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４) 超音波機器設備としては、この流量観測システムに要求される目標、たとえば流量管

理に適した情報が表示されるように測定・演算・表示することを標準とする。 

 

4．9．4 維持管理 

＜必 須＞ 

超音波の伝播経路となる斜め横断面内に、超音波伝播の障害物が生じないように、河道の

維持管理に努めるものとする。 

 

4．10 水理構造物を用いる方法 

4．10．1 総説 

4．10．2 堰測法の種類と配慮事項 

＜必 須＞ 

堰によって流量を観測する場合には、堰上流の堆砂及び堰下流の洗掘に対して十分な対策

を立てておかなければならない。 

また、特に刃型堰では、流木、ゴミ等により観測の精度が著しく低下することがあるので、

これに対する対策を講じなければならない。 

堰測法においては、いずれも越流深を測定するのであるが、堰上流側の堆砂は、上流側の

堆砂ポケットの大きいダム等を除いては問題となる。堆砂は堰測法の精度に影響するため、

堆砂が問題となる場所に設置した場合には、排砂装置をつけて精度確保に努めておかなけれ

ばならない。 

また、下流側の洗掘に対しては、河床保護工を行うなど対策を立てておかなければならな

い。 

 

4．10．3 可動ゲートを有する堰における要件 

＜必 須＞ 

可動ゲートを有する堰に流量観測所を設ける場合には、ゲートの開度を水位と同時に記録

しておかなければならない。 

 

4．10．4 越流水深の測定 

＜標 準＞ 

堰測法によって流量を観測する場合には、堰に近く、流速の小さい位置に水位観測施設を

設置し、これにより越流水深を観測することを標準とする。 

水位観測については、本章 第 3 節 水位観測 によるものとする。 

 

4．10．5 堰測法による流量の算出 

＜標 準＞ 

堰測法において、完全越流の矩形堰の場合には、次の公式を用いて流量を算出することを

標準とする。 

Q = CBH3/2 (2-4-2) 

           Q：流 量（ｍ3/s） 

        C：堰の越流係数 

        B：堰 幅（ｍ） 

        H：越流水深（ｍ） である。 
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越流係数については、堰形状・適用範囲が、堰に関する公式（石原・井田の式、板谷・手

島の式等）の適用条件を満たすものであれば、それらの公式をそのまま用いることができる。

そうでない場合は、模型実験による越流水深と流量の関係式を求める必要がある。 

その他の形状の堰、不完全越流又は、潜り越流の堰及び可動ゲートを有する堰については、

その形状等に最も適した公式を用いるか、又は観測、模型実験等により水位と流量との関係

を求めることを標準とする。 

 

4．11 流量の連続データの算出 

4．11．1 総説 

＜必 須＞ 

本節で用いる流量の観測資料は、後述の第 2 章水文・水理観測 第 5 節 水文資料の整理・

保存と品質管理  5.3 照査 5.3.2 異常値補正 に述べる現地補正を済ませた後の観測資料を

用いなければならない。 

 

4．11．2 水位流量曲線の作成手法の基本 

＜標 準＞ 

水位流量曲線式の作成は、水位を縦軸として流量を横軸とする座標上に、水位及び流量の

値をプロットし、最小二乗法等によって関係式を求めることを標準とする。 

水位流量曲線式には、２次式を用いることを標準とする。２次式の場合、曲線式は、水位

を H(m)、流量を Q(m3/s)として、以下のようになる。 

Q = a (H + b )2  (2-4-3) 

a, b：観測断面、作成対象となる期間・水位範囲によって決まる定数 

 

水位流量曲線を用いて流量の算出を行う場合、当該期間中の流量観測値の範囲内において

流量を算出することとし、当該期間中の流量観測範囲を超えた外挿領域への曲線式の適用は

行わないことを標準とする。 

また、水位流量曲線式の定数を求める際には、低水位部分で流量値がマイナスとならない

制限を設けて同定することを標準とする。 

縦断勾配が緩やかな河川では、水位流量曲線は、洪水時（特にハイドログラフが急激に変

化し非定常効果が大きくなる洪水時）に水面勾配の変化等の影響を受けて、単純な一価関数

とならずに、時系列的に反時計回りのループを描く場合がある。緩流河川でなくても、縦断

方向の河積の急変等により、場合によっては同様の特性が出現する可能性がある。この場合、

近隣の水位観測所との水位差（水面勾配）を考慮した水位流量曲線の導入を検討することを

標準とする。これは、表 2-4-1 に示した水面勾配断面積法の原理を応用するものである。 

 

4．11．3 水位流量曲線の更新 

＜標 準＞ 

水位流量曲線は一水文年をひとつの有効期間として曲線式を作成するのが一般的である

が、洪水による河床変動等を契機として水位流量関係が変化した場合は、その変化時を区切

りとして曲線式を更新する。 

一つの水位流量曲線について有効な期間から、別の異なる水位流量曲線について有効な期

間に移行する境界（有効期間を一水文年とする場合は、年界）において、同じ水位に対する
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流量算出値が極力不連続にならないようにすることを標準とする。 

 

4．11．4 曲線分離 

＜標 準＞ 

複断面等の複雑な断面形状を有する河川では、低水から高水までを一つの曲線式で表すこ

とができないことが多い。この場合、一つの曲線式で回帰できる水位区間群に分割し、水位

区間ごとの水位流量曲線式を求めることを標準とする（曲線分離）。 

これらの曲線分離においては、分離して同定された水位流量曲線同士の境界周辺の日時若

しくは水位において、流量が不連続にならないようにするものとする。 

 

4．12 特殊な場所における流量観測 

4．12．1 結氷河川における留意事項 

＜標 準＞ 

結氷河川での流量観測は、以下の事項に留意して実施することを標準とする。 

 

１) 降雪、降雨、暴風、気温等の天候の変化に留意して観測計画を立てる。 

２) 氷上作業を行う際は、事前に氷板の厚さを確認し、特に水際部分の氷板は不安定であ

るため氷上に乗る際は十分に注意するなどの安全対策に配慮する。 

３) 流速計の凍結防止対策として、できる限り空気中に出さないなどの対策を行い、凍結

した場合には固形燃料等を用いて、流速計に着氷した氷を融解させる対策も必要であ

る。 

４) 水位標に着氷している氷を除去する場合は、水位標の目盛板の損傷に十分に留意して

氷を除去する。 

５) 結氷時は氷板や晶氷（モロミ）により流積が変化するため、流速分布が複雑となる場

合や流量が偏在している場合は、標準よりも密に測線を設ける必要がある。 

６) 結氷下の断面における流積、積雪面積、氷板面積及び晶氷面積を的確に把握するため

に、各測線で水深測定を行う場合、以下の事項についても測定する。 

a） 氷板（結氷）上の積雪の厚さ 

b） 氷板の厚さ 

c） 氷板下に滞留する晶氷（モロミ）の厚さ 

d） 実質的な流積を形成する河床から流水上面までの厚さ 

 

4．12．2 河口感潮域における留意事項 

＜標 準＞ 

河口感潮域での低水時の流量観測は、以下の事項に留意して実施することを標準とする。 

 

１) 潮汐等対象区間の流動特性をよく考慮して観測計画を立てる。 

２) 水位・流速の変動があるため、観測の同時性確保の必要性に応じて、迅速に計測作業

を行う。 

３) 順流・逆流が入れ替わる前後の時間帯等、流水内の流速分布が複雑となるため、代表

的な流速値を適切に把握できるように流速計測を行う。可搬式流速計による流速計測

法においては、流向を測定できる流速計を用いるとともに、必要に応じて、精密法等

により多くの測点での流速計測を行うことを標準とする。 

 


